
 堀
ひ
ろ
子
議
員
が
３
月
議
会
で
行
っ
た
一
般
質
問
と
討
論
、
お
よ
び
市
の
答
弁
の
概
要
を
報
告
し
ま
す
。 
ひ
ろ
こ
ニ
ュ
ー
ス 

二
〇
一
三
年
三
月
議
会
号 

日
本
共
産
党
姶
良
市
議
会
議
員 

堀 

ひ
ろ
子 

℡ 

６
２
‐
２
５
２
８ 

市
長
の
政
治
姿
勢
に
つ
い
て
【
質 

問
】 

【
堀
ひ
ろ
子
】
政
府
は
生
活
保
護
基
準
額
を
８
月
か
ら
３
年
か
け
て
平
均

６
・
５
％
引
き
下
げ
ま
す
。 
市
民
生
活
へ
は
ど
の
よ
う
に
影
響
す
る
と
考

え
ま
す
か
。 

ま
た
基
準
額
の
引
き
下
げ
が
、
生
活
保
護
基
準
の
低
下
に
つ

な
が
ら
ぬ
よ
う
、
市
独
自
の
対
策
を
行
う
考
え
は
あ
り
ま
す
か
。 

 

【 

市 

】
家
族
が
多
い
世
帯
、
若
い
世
帯
、
都
市
部
で
減
少
幅
が
大
き
く
な

る
と
さ
れ
て
い
る
が
、
今
後
の
動
向
を
注
視
し
て
い
る
。 

具
体
的
な
影
響
に
つ
い
て
は
、
国
の
制
度
設
計
を
踏
ま
え
て
把
握
す
る
。

市
独
自
の
事
業
に
つ
い
て
は
、
実
態
を
考
慮
し
、
で
き
る
限
り
影
響
が
及
ば

な
い
よ
う
対
応
す
る
よ
う
今
後
検
討
す
る
。 

同
時
に
受
給
者
の
自
立
促
進

や
、
生
活
困
窮
者
へ
の
支
援
の
充
実
を
図
っ
て
い
く
。 

 認
可
外
保
育
所
に
補
助
を
【
質 

問
】 

【
堀
ひ
ろ
子
】
生
活
の
た
め
に
働
く
母
親
が
増
え
て 

い
る
一
方
、
保
育
所
の
整
備
は
不
足
し
て
い
ま
す
。 

 

待
機
児
童
解
消
の
た
め
に
市
で
は
、
認
可
保
育 

所
に
比
べ
、
保
育
料
の
高
い
認
可
外
保
育
所
を
利 

用
す
る
保
護
者
へ
の
補
助
を
行
っ
て
い
ま
す
が
、 

現
在
の
年
間
ひ
と
り
当
た
り
１
万
円
の
補
助
で
は
、
認
可
保
育
所
と
認
可
外

保
育
所
間
の
保
育
料
格
差
是
正
に
は
不
十
分
で
す
。 

保
育
料
補
助
の
増
額

を
行
う
考
え
は
あ
り
ま
す
か
。 

認
可
保
育
所
に
入
れ
な
か
っ
た
児
童
の
受
け
入
れ
先
と
し
て
、
同
時
に
保

護
者
が
安
心
し
て
働
き
続
け
ら
れ
る
た
め
、
認
可
外
保
育
所
は
大
き
な
社
会

的
役
割
を
果
た
し
て
い
ま
す
。 

し
か
し
運
営
は
非
常
に
厳
し
い
。 

待
機
児
童
解
消
の
た
め
に
は
、
保
育
施
設
の
整
備
拡
充
が
求
め
ら
れ
ま
す
。

認
可
保
育
所
の
整
備
拡
充
と
併
せ
て
、
認
可
外
保
育
所
の
運
営
へ
の
支
援
が

重
要
で
す
。 

霧
島
市
の
よ
う
に
認
可
外
保
育
施
設
へ
の
運
営
費
補
助
を
行
え
な
い
か
。 

 【 

市 

】
認
可
保
育
所
へ
の
施
設
整
備
を
拡
充
し
た
い
。 

認
可
外
へ
の
運

営
費
補
助
、
保
護
者
へ
の
保
育
料
補
助
の
増
額
は
考
え
て
い
な
い
。 

子
育
て
支
援
セ
ン
タ
ー
で
一
時
預
か
り
保
育
を
【
質
問
】 

【
堀
ひ
ろ
子
】
姶
良
公
民
館
の
施
設
内
に
子
育
て
支
線
セ
ン
タ
ー
が
で
き
ま

す
。 

供
用
開
始
日
、
敷
地
面
積
、
利
用
者
、
実
施
事
業
、
職
員
体
制
な
ど

ど
の
よ
う
に
な
り
ま
す
か
。 

ま
た
、
子
育
て
中
の
親
の
負
担
を
軽
減
す
る

と
り
く
み
と
し
て
、
育
児
疲
れ
、
病
院
、
仕
事
、
学
校
行
事
等
の
理
由
で
一

時
的
に
児
童
を
預
か
る
事
業
を
実
施
で
き
ま
せ
ん
か
。 

【 

市 

】・
平
成
２
４
年
４
月
開
設
予
定 

・
面
積
１
２
７
平
方
メ
ー
ト
ル 

・
親
同
士
の
交
流
、
保
育
士
等
に
よ
る
育
児
相
談 

・
一
日
あ
た
り
約
５
０
人
の
利
用
見
込
み 

・
運
営
形
態
、
職
員
体
制
等
は
今
後
協
議
で
決
定 

認
可
保
育
所
で
の
一
時
預
か
り(

３
ヶ
所)

、
シ
ョ
ー
ト
ス
テ
イ(

２
ヶ
所)

、

フ
ァ
ミ
リ
ー
サ
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー
で
の
育
児
助
け
合
い(

社
会
福
祉
協
議
会

へ
の
委
託)

事
業
を
実
施
し
て
い
る
の
で
、
子
育
て
支
援
セ
ン
タ
ー
で
の
一
時

預
か
り
は
考
え
て
い
な
い
。 

 住
宅
リ
フ
ォ
ー
ム
助
成
制
度
に
つ
い
て
【
質 

問
】 

【
堀
ひ
ろ
子
】
個
人
住
宅
の
新
築
や
回
収
に
自
治
体
が
一
定
額
の
助
成
を
行

い
、
住
ま
い
の
安
全
性
の
確
保
と
中
小
業
者
の
仕
事
を
増
や
す
「
住
宅
リ
フ

ォ
ー
ム
助
成
」
は
、
県
内
１
０
市
で
実
施
さ
れ
、
大
き
な
経
済
効
果
を
あ
げ

て
い
ま
す
。 

昨
年
６
月
議
会
の
質
問
に
対
し
、「
今
後
研
究
し
て
い
く
」
と

の
答
弁
だ
っ
た
が
、
実
施
の
計
画
は
あ
り
ま
す
か
。 

【 

市 

】
高
齢
者
が
安
心
し
て
居
住
で
き
る
住
宅
・
住
環
境
の
形
成
及
び
悪

質
リ
フ
ォ
ー
ム
被
害
防
止
を
目
的
と
し
て
「
安
心
リ
フ
ォ
ー
ム
推
進
協
議
会
」

を
組
織
す
る
予
定
。(

他
市
が
一
般
的
に
行
っ
て
い
る
助
成
金
給
付
で
は
な

く
、
協
議
会
の
組
織
・
体
制
構
築
の
み) 

旅
館
・
ホ
テ
ル
施
設
誘
致
促
進
条
例
制
定
に
つ
い
て
【
討 

論
】 

企
業
誘
致
は
市
内
経
済
の
活
性
化
、
雇
用
の
創 

出
、
税
源
拡
大
の
た
め
、
必
要
な
も
の
で
す
。 

 

し
か
し
今
条
例
の
よ
う
に
、
至
れ
り
尽
せ
り
の 

助
成
金
を
ち
ら
つ
か
せ
企
業
を
誘
導
す
る
も
の
は 

予
算
の
効
率
的
運
用
の
観
点
か
ら
不
適
切
で
あ
る 

と
考
え
、
反
対
の
立
場
で
討
論
を
行
い
ま
し
た
。 

条
例
の
内
容
は
、
旅
館
・
ホ
テ
ル
施
設
の
あ
る 

企
業
誘
致
が
進
ま
な
い
た
め
、
こ
れ
ま
で
の
用
地
取
得
費
・
雇
用
促
進
補
助
金

等
に
加
え
、
最
高
で
１
億
３
５
０
０
万
円
の
補
助
・
奨
励
金
を
助
成
す
る
も
の
。 

１
億
３
５
０
０
万
円
も
の
市
民
の
税
金
を
、
大
企
業
に
投
入
す
る
の
で
は
な

く
、
地
域
経
済
活
性
の
波
及
効
果
の
高
い
住
宅
リ
フ
ォ
ー
ム
助
成
や
、
国
保
税

の
引
き
下
げ
や
こ
ど
も
医
療
費
助
成
の
拡
充
、
保
育
料
の
軽
減
な
ど
、
負
担
増

で
苦
し
む
市
民
の
く
ら
し
と
命
を
守
る
施
策
に
使
う
こ
と
を
求
め
ま
し
た
。 

 

介
護
保
険
特
別
会
計
保
険
事
業
勘
定
予
算
に
つ
い
て
【
討 

論
】 

昨
年
行
わ
れ
た
介
護
保
険
法
の
改
正
・
介
護
報
酬
の
改
定
に
よ
り
、
利
用
者

と
家
族
の
生
活
は
ま
す
ま
す
不
便
・
不
自
由
に
な
っ
て
い
ま
す
。 

介
護
労
働
者
対
象
の
全
労
連
ア
ン
ケ
ー
ト
で
は
「
介
護
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
時

間
が
６
０
分
→
４
５
分
に
短
縮
さ
れ
、
利
用
者
は
サ
ー
ビ
ス
内
容
を
制
限
す
る

よ
う
に
な
っ
た
」
６
３
％
、「
訪
問
時
間
が
減
っ
た
」
５
７
％
、「
利
用
者
と
会

話
す
る
時
間
が
取
れ
な
く
な
っ
た
」
７
４
％
、
と
い
う
結
果
。 

利
用
者
に
は
援
助
の
短
縮
に
よ
る
生
活
の
後
退
、
ヘ
ル
パ
ー
に
は
業
務
の
過

密
化
や
給
与
減
、
事
業
所
も
収
益
減
、
と
悪
影
響
ば
か
り
が
出
て
い
ま
す
。 

改
定
が
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
労
働
で
あ
る
介
護
の
本
質
に
逆
行
し
た
も

の
で
あ
り
、
高
齢
者
の
生
活
実
態
を
無
視
し
、
給
付
抑
制
を
目
的
と
し
て
い
る

こ
と
が
明
ら
か
で
す
。 

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
の
入
所
待
機
は
３
６
８
人
、
在
宅
で
は
５
２
人
が
入

所
待
ち
で
す
。 

し
か
し
介
護
保
険
法
で
は
、
施
設
を
増
や
す
と
保
険
料
が
上

が
る
と
い
う
仕
組
み
に
な
っ
て
い
ま
す
。 

待
機
解
消
の
た
め
に
は
、
国
が
補

助
率
を
元
に
戻
し
、
特
老
ホ
ー
ム
を
増
や
す
べ
き
で
す
。 

①
利
用
料
に
は
ね
返
ら
な
い
方
法
で
の
介
護
報
酬
の
引
き
上
げ 

②
ケ
ア

マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー
の
裁
量
で
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
で
き
る 

③
サ
ー
ビ
ス
の
基
盤

整
備 

④
国
庫
負
担
の
引
き
上
げ
等
、
い
つ
で
も
ど
こ
で
も
必
要
な
サ
ー
ビ
ス

を
受
け
ら
れ
る
介
護
保
険
制
度
と
な
る
よ
う
提
案
し
、
仕
組
み
を
変
え
る
必
要

が
あ
る
こ
と
を
訴
え
ま
し
た
。 


